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ご注意 

 

  

全日本年金者組合大阪府本部／全大阪生活と健康を守る会連合会／介護保険料に怒る一揆の会 
連絡先：年金者組合 大阪市北区天神橋 1－13－15 大阪グリーン会館 電話：06－6354－7207 

今年は各区・市町村に提出し
ます。 

猛暑による熱中対策、外出時間

の短縮などを考慮し、お住いの役

所（担当窓口）を経由し、大阪府

各審査会に届けられます。 

◆審査請求は、「通知」が届いてから「３か月以内」

と定められています。 

保険料の通知が届いてから３か月以内ならでき

ます。 

◆審査請求書は２部（押印不要）必要です。 

「保険料決定通知書」写し（コピー）も２部用意

ください。 

◆不服審査のできる方 

65 歳～74 歳 介護保険料と国保料 

75 歳以上 介護保険料と後期高齢者医療保険料 

（国保料は世帯主であれば年齢を問わず出来ます） 

各区・市町村の取り組み団体でまとめて 9 月中に提出してください（土・日・祝日除く） 


